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○日立市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、日立市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第4号。以下「条例」

という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

(交付の申請) 

第3条 条例第6条の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により、毎年度4月10

日までに行うものとする。 

2 前項の規定は、年度の中途において新たに結成された会派が政務活動費の交付を受けようとす

る場合について準用する。この場合において、「毎年度4月10日までに」とあるのは「会派結成

後速やかに」と読み替えるものとする。 

3 政務活動費の交付を受けようとする代表者は、年度の中途において新たに会派を結成した場合

にあっては、会派を結成した日の属する月の翌月分(議員改選後最初の会派の結成に当たるとき

又はその日が毎月1日であるときは、その日の属する月分)以後の月数分を、議員の任期が満了

する場合にあっては、任期満了の日の属する月までの月数分を申請するものとする。 

 (交付の決定) 

第4条 条例第7条の規定による通知は、政務活動費交付決定(変更)通知書(様式第2号)により行う

ものとする。 

 (変更交付の申請) 

第5条 政務活動費の交付の決定を受けた代表者は、申請した事項に変更があった場合は、速やか

に政務活動費変更交付申請書(様式第3号)を、市長に対し、議長を経由して提出しなければなら

ない。 

 (交付の時期等) 

第6条 条例第8条に規定する政務活動費の交付は、毎年度4月から9月(以下「上期」という。)分

を4月に、10月から3月(以下「下期」という。)分を10月に行う。ただし、市長が特に必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

2 上期又は下期(以下「各半期」という。)の中途において新たに結成された会派に対しては、会

派結成届が提出された日の属する月の翌月(その日が毎月1日であるときは、その日の属する月)

に、当該結成届が提出された日の属する月の翌月分(その日が毎月1日であるときは、その日の

属する月分)からの政務活動費を交付する。 

3 議員改選後最初の会派の結成に当たるときは、会派結成届が提出された日の属する月の翌月に、

当該結成届が提出された日の属する月分からの政務活動費を交付する。 
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 (所属議員数の異動に伴う調整) 

第7条 各半期の中途において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合

にあっては、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が毎月1日であるときは、その日の

属する月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政

務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動

費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、代表者は当該上回る額を返還

しなければならない。 

2 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の中途において解散又は合併等により消滅した場合

は、当該会派の代表者であった者は、会派が消滅した日の属する月の翌月分(その日が毎月1日

であるときは、その日の属する月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。 

 (使途に係る具体的細目) 

第8条 条例第5条第3項に規定する政務活動費の使途に係る具体的細目は、別表のとおりとする。 

 (経理責任者) 

第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

 (収支報告書) 

第10条 条例第10条に規定する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、政務活

動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。 

 (経理帳簿等の提出等) 

第11条 政務活動費の交付を受けた会派は、条例第9条の規定により整備することとされている経

理帳簿及び領収書等の写しを、収支報告書とともに、議長に提出しなければならない。 

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書並びに経理帳簿及び領収書等の写しを、提出

された日の属する年度の翌年の4月1日から5年間保存しなければならない。 

 (収支報告書の写しの送付) 

第12条 議長は、条例第10条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付しなければ

ならない。 

(その他) 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 
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別表(第8条関係) 

 

経費 具体的細目 

1 調査研究費(条例第5条第2

項第1号に規定する経費) 

(1) 旅費(日立市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例第4条に規定する額を支給する。以下同じ。) 

(2) 交通費 

(3) バス借上料 

(4) 消耗品費 

(5) 資料代 

(6) 施設使用料 

(7) 印刷製本費 

(8) 文書通信費 

(9) 調査委託料 

2 研修費(条例第5条第2項第

2号に規定する経費) 

(1) 講師謝礼(交通費、宿泊費を含む。) 

(2) 旅費 

(3) 交通費 

(4) バス借上料 

(5) 消耗品費 

(6) 資料代 

(7) 会食代(講師との会食に限る。) 

(8) 茶菓子代 

(9) 印刷製本費 

(10) 文書通信費 

(11) 会場使用料 

(12) 機材借上料 

(13) 参加費 

(14) 会費 

3 広報費(条例第5条第2項第

3号に規定する経費) 

(1) 消耗品費 

(2) 茶菓子代 

(3) 印刷製本費 

(4) 文書通信費 

(5) 会場使用料 

(6) 機材借上料 
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4 広聴費(条例第5条第2項第

4号に規定する経費) 

(1) 消耗品費 

(2) 茶菓子代 

(3) 印刷製本費 

(4) 文書通信費 

(5) 会場使用料 

(6) 機材借上料 

5 要請・陳情活動費(条例第5

条第2項第5号に規定する経

費) 

(1) 印刷製本費 

(2) 文書通信費 

(3) 旅費 

(4) 交通費 

6 会議費(条例第5条第2項第

6号に規定する経費) 

(1) 会場使用料 

(2) 印刷製本費 

(3) 旅費 

(4) 交通費 

(5) 文書通信費 

(6) 参加費 

7 資料作成費(条例第5条第2

項第7号に規定する経費) 

(1) 消耗品費 

(2) 印刷製本費 

(3) 文書通信費 

(4) インターネット利用料 

(5) 筆耕料 

(6) 翻訳料 

(7) 事務機器賃借料 

8 資料購入費(条例第5条第2

項第8号に規定する経費) 

(1) 新聞購読料 

(2) 図書購入費 

(3) 有料データベース利用料 

(4) その他資料購入費 

9 人件費(条例第5条第2項第

9号に規定する経費) 

(1) パート賃金 

(2) 交通費 
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